
３ 平成 25 年 1 月 15 日　広報ふっさ　No.871 市役所の代表電話番号は 

国保だより
▼高額医療 ･ 高額介護合算療養費制度につ
いて
　健康保険 ･ 介護保険の両方を利用してい

る世帯の年間の自己負担額の合計が高額に

なり、基準額（表）を超えた場合にその超

えた分を支給する制度で、支給対象となる

場合は、申請手続きが必要です。

〈申請方法〉
①福生市国民健康保険及び介護保険に加入
している方で対象期間中（平成 23 年 8 月 1
日～平成 24 年 7 月 31 日）に健康保険等の
変更がない方
⇒市が介護保険の自己負担額の状況を確認

し、基準額を超えていた場合は勧奨通知を

ご自宅へ郵送しますので、それに基づき保

険年金課（市役所 1 階 5 番）へ申請してく

ださい。

②会社の健康保険に加入している方
⇒平成 24 年 7 月末日現在、会社の健康保険

( 社会保険、国保組合等 ) に加入している方

は、「介護保険自己負担額証明書」を添え、

加入している健康保険へ申請してください。

③対象期間中に転入、就職、退職等で健康
保険などが変わった方
⇒介護保険および以前に加入していた健康

保険から「自己負担額証明書」を発行して

もらい、平成 24 年 7 月末日現在加入の健康

保険に申請してください。

※②と③に該当する方で「国民健康保険自

己負担額証明書」が必要な方は保険年金課

へ、「介護保険自己負担額証明書」が必要な

方は介護福祉課（市役所 1 階 9 番）へ申請

をしてください。

※東京都後期高齢者医療制度に加入してい

る方については広報ふっさ 2 月 15 日号でご

案内します。

【対象となる期間】平成 23 年 8 月 1 日から

平成 24 年 7 月 31 日まで

【支給申請等受付場所】平成 24 年 7 月末日

現在に加入していた健康保険窓口

【申請時に必要なもの】国民健康保険及び介

護保険の被保険者証（保険証）、印鑑、振込

先の口座番号が分かるもの（国民健康保険

の場合は世帯主のもの）

【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551･1640、

介護福祉課介護保険係☎ 551･1764

年金だより
▼「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
　国民年金第 1 号被保険者の学生の方は、本人の所得が

一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される

「学生納付特例制度」を利用できます。

　また、学生でない 30 歳未満の方は、本人及び配偶者

の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶

予される「若年者納付猶予制度」を利用できます。

　これらの制度の申請を行わず、保険料を未納のままに

しておくと、不慮の事故などにより障害が残った場合に

障害年金を受けることができなくなる場合があります。

　なお、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るため

に必要な期間に参入されますが、年金額には反映されま

せん。就職等で収入を得られるようになった場合は、将

来受け取る年金額を増やすため、10 年以内であれば保

険料を納めることができる「追納制度」の利用をおすす

めします。

▼国民年金の保険料は、安心･便利･確実な口座振替で！
　国民年金保険料の納付には、安心で便利、確実な口座

振替をおすすめします。

　申込みは、市役所や年金事務所などで申出書を提出し

てください。なお、4 月から翌年 3 月までの 1 年前納及

び 4 月から 9 月までの 6 か月前納をご希望の方は、2 月

末までにお申し込みください ( 前納は保険料が割引され

てお得です )。

【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551･1670、青梅年金

事務所☎ 0428･30･3410

 2 月の無料相談
相談内容 実施日 時間 場所 備考

人権身の上相談
･行政相談

6 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分 市役所1階

第1相談室

予約制、先着 6人（1人 30 分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 7 日㈭

相続遺言等暮
らしの手続き

相談
12 日㈫

税務相談 28 日㈭

法律相談
8 日㈮ ･13 日㈬
20 日㈬ ･27 日㈬

予約制、先着 6人（1人 30 分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 21 日㈭

予約制、先着 6人（1人 30 分）
※相談日 1 か前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 22 日㈮ 午前9時
～午後4時30分

予約制、警視庁八王子少年
センター☎ 042･679･1082へ。
相談日当日は秘書広報課広
報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月･火･木・
金曜日

午前9時～正午
午後1時～4時

市役所1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談
毎週

月～土曜日
午前8時 30分
～午後5時15分

子ども家庭支援
センター（子ど
も応援館１階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

消費者相談 毎週
月 ･木曜日

午前10時～正午
午後1時～4時

市役所第二棟
2階第 2相談室

シティセールス推進課産業活
性化グループ☎ 551･1699

心配ごと相談 毎月第二 ･
第四水曜日

午後1時～3時 福祉センター
社会福祉協議会 ･ 成年後見
センター福生☎ 552･5027

事業資金相談 14 日㈭ 午後1時 30分
～3時 30分

商工会館
1階相談室

商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、苦情相談、
権利擁護相談（☎ 552･5027 福祉センター）、教育相談（直通☎ 551･7700）

※予約開始日が土 ･日 ･祝日の場合、翌日以降最初の平日からとなります。

【問合せ】秘書広報課広報広聴係
☎ 551･1529 ※土 ･日 ･祝日を除く

１
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

１
月
は
市
・

都
民
税
（
第
４

期
）、
国
民
健
康
保
険
税
（
第

７
期
）、
介
護
保
険
料
（
第
７

期
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
（
第
７
期
）
の
納
期
で
す
。

納
期
限
は
１
月
31
日
㈭
で
す
。

　

口
座
振
替
は
１
月
31
日
㈭
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
※
納
期
を
過
ぎ

る
と
延
滞
金
（
年
14
・

６
％
）

が
課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・
１
５
７
８

高額医療・高額介護合算療養費制度の基準額
（年額：8月～翌 7月）

所得区分

被用者保険または

国保＋介護保険

（70 ～ 74 歳の方

がいる世帯）

被用者保険または

国保＋介護保険

（70 歳未満の方が

いる世帯）

現役並み所得者

(上位所得者)
67 万円 126 万円

一般 56 万円 67 万円

低所得者
(住民税非
課税者）

Ⅱ 31 万円
34 万円

Ⅰ 19 万円

「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
単
位

区
設
定
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

２
月
１
日
を
設
定
期
日
と

し
、「
平
成
25
年
住
宅
・

土
地

統
計
調
査
単
位
区
設
定
」
を
行

い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
平
成

25
年
10
月
に
実
施
す
る
「
平
成

25
年
住
宅
・

土
地
統
計
調
査
」

の
準
備
事
務
と
し
て
調
査
区
域

の
確
認
や
調
査
区
内
の
ア
パ
ー

ト
・

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
建
物

の
住
戸
数
や
寮
・

旅
館
・

事
務

所
な
ど
の
居
住
世
帯
の
有
無
を

確
認
す
る
も
の
で
す
。

　

調
査
の
対
象
と
な
る
の
は
、

平
成
22
年
国
勢
調
査
の
482
調
査

区
の
中
か
ら
国
が
選
定
し
た
157

の
調
査
区
で
す
。
１
月
中
旬
か

ら
、
調
査
員
が
調
査
区
域
を
巡

回
し
ま
す
の
で
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
総
務
課
総
務
係

☎
551
・

１
５
７
６

法
テ
ラ
ス「
無
料
法
律
相
談
会
」

を
開
催
し
ま
す

　

法
テ
ラ
ス
と
東
京
三
弁
護
士

会
多
摩
支
部
と
の
共
催
で
、
弁

護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会

公
開
し
ま
す 

市
政
情
報　

保
護
し
ま
す 

個
人
情
報　

ご
利
用
く
だ
さ
い 

情
報
コ
ー
ナ
ー　

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
総
務
課
法
制
係
☎
551
・
１
５
３
６
へ

を
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
1
月
26
日
㈯
午
後
1

時
30
分
～
午
後
4
時
40
分

【
場
所
】
市
役
所
1
階
第
1
相

談
室

【
定
員
】
先
着
5
人(

予
約
制)

【
相
談
員
】
弁
護
士

※
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
）
は
、
資
力
が
乏
し

い
方
の
た
め
の
法
律
相
談
・

裁

判
費
用
の
立
替
等
を
行
っ
て
い

る
公
的
な
法
人
で
す
。

【
申
込
み
】
1
月
18
日
㈮
か
ら

秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
係
☎
551

・

１
５
２
９
へ
。

福
生
市
文
化
財
消
防
演
習
を
行

い
ま
す

「
育
て
よ
う 

歴
史
を
守
る　

防

火
の
心
」
１
月
26
日
は
文
化
財

防
火
デ
ー
で
す
。

　

市
で
は
、
文
化
財
を
火
災
か

ら
守
る
た
め
、
消
防
署
と
消
防

団
が
連
携
し
て
の
文
化
財
消
防

演
習
を
毎
年
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

今
年
の
演
習
は
、
福
生
不
動

尊
（
福
生
２
１
４
３
番
地
１
）

で
実
施
し
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う

え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
１
月
26
日
㈯
午
前
９

時
30
分
～
※
小
雨
決
行

●
文
化
財
防
火
デ
ー
と
は

　

昭
和
24
年
の
法
隆
寺
金
堂
の

火
災
に
ち
な
み
、
昭
和
30
年
に

定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
今
年
で

59
回
目
を
迎
え
ま
す
。

　

日
本
の
文
化
財
建
造
物
や
美

術
工
芸
品
の
大
多
数
は
、
木
や

紙
な
ど
の
可
燃
物
で
造
ら
れ
て

お
り
、
常
に
火
災
に
よ
る
焼
損

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

文
化
財
防
火
デ
ー
を
中
心

に
、
消
防
用
設
備
や
防
災
設
備

等
の
点
検
・

整
備
、
防
火
防
止

対
策
の
充
実
、
防
災
訓
練
を
実

施
す
る
な
ど
し
て
、
重
要
な
財

産
で
あ
る
文
化
財
を
火
災
か
ら

守
り
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち
づ
く

り
課
防
災
係
☎
551
・

１
６
３
８
、

福
生
消
防
署
予
防
課
防
火
査
察

係
☎
552
・

０
１
１
９

12
月
の
横
田
基
地
飛
行
回
数
に

つ
い
て

　

12
月
の
横
田
基
地
飛
行
回
数

は
、
都
合
に
よ
り
広
報
ふ
っ
さ

2
月
1
日
号
に
掲
載
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
環
境
課
環
境
係

☎
551
・

１
７
１
８

【差押財産のインターネット公売】【公売物件】普通自動車（メルセデスベンツ）、液晶テレビ等※ヤフーオークションに公売物件写真が掲載されています。

公売への参加は１月 22 日㈫午後 11 時までに事前登録が必要です。【問合せ】収納課☎ 551･1578


